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住民税の申告受け付けを再開します

 税務課  840-8128  35292
内容　令和8年度の住民税申告について、6月1日

（月）から受け付けを再開しています。2月から3月
の期間中に申告できなかった人や住民税の修正
が必要な人は、必要書類を持参し、税務課窓口
でお手続きをお願いします。

その他　所得税の申告は那覇税務署で受け付けと
なります。

6月は市県民税の第1期の納期です！

 税務課  840-8129  36483
内容　市県民税第1期の納期限は6月30日（火）で

す。納め忘れがないように、最寄りの金融機関や
コンビニで納付してください。納期限を過ぎた場
合、督促料や延滞金が加算されますので、ご注意
ください。

みんなで公共交通を利用しましょう

 市民生活環境課  840-8123  19349
内容　誰もが利用できる身近で便利な移動手段であ

る公共交通を将来も選択肢として残すために、み
んなで公共交通を支え、守りましょう。バス利用時
の乗り換え案内・接近案内・バスの現在地などの
情報を検索する便利なWeb
ページもありますので、ぜひご利
用ください。

年に1度は歯科受診を！

 健康推進課  840-8126  29491
内容　県内全ての世代で歯周病が増加傾向にあり、

80歳で20本以上の歯を持つ人の割合も全国平
均より少ない状況です。日頃から歯と口の健康づ
くりのために歯周病セルフチェックをしましょう‼
チェック項目はホームページに掲載しています。ま
た、沖縄県は「歯っぴ〜センター」を開設し、歯と
口の健康づくりに関する電話相
談を受け付けています。

歯っぴ〜センター　☎894-5789

マイナ保険証を活用した
救急業務を実施しています

 消防本部警防課  992-1198  36427
内容　糸満市消防本部では、4月か

らマイナ保険証を活用した救急活
動を実施しています。救急隊が病
気やけがをした人のマイナ保険証
を活用し、通院先や服薬歴などの
情報を取得してスムーズな救急搬送を目指す取り
組みです。救急車を要請したときは、マイナ保険
証の提示にご協力をお願いします。

4月から新しい救急車の
運用が始まりました‼

 消防本部警防課  992-1198  36366
内容　糸満市消防本部に配

備されている高規格救急自
動車を更新し、4月から運用
が開始しました。高規格救
急自動車は、救命処置に必
要な資器材を多数搭載す
るほか、救命処置スペースが確保された高性能な
救急車です。さらに、今回の更新で電動ストレッ
チャーが新たに搭載され、滑らかな昇降によって
傷病者の衝撃負担と搬送する救急隊員の負担軽
減が図られます。

物価高騰の影響を受ける
農家さんを支援します‼

 農政課  840-8134  30413
内容　農業用資材などの価格高騰で、農業者の経

営がひっ迫していることから、安定的な経営ができ
るように農業用資材などの購入費用の一部を補
助します。

対象者　農家として税の申告を行う人で、次のいず
れかに当てはまる人

　▶市内に本社を有する法人（農業生産法人など）
　▶市内に住所を有する個人
申し込み先　沖縄県農業協同組合糸満支店／沖

縄県花卉園芸農業協同組合／沖縄県酪農農業
協同組合／株式会社金城商事／共栄飼料株式
会社／琉球飼料株式会社など

その他　必要書類や補助率などの詳細については、
ホームページをご確認ください。

市の指定金融機関が変わります

 出納室  840-8102  15356
内容　7月1日（水）から市税などの公金収納や支払

事務を取り扱う金融機関が変わります。
変更前　株式会社沖縄銀行
変更後　株式会社琉球銀行
期間　7月1日（水）〜令和11年6月30日
その他　庁舎1階における金融機関窓口の取り扱い

時間は9時から15時までとなります。

後期高齢者医療保険における
資格確認書の交付方法が変わります
 国民健康保険課  840-8127  1476

内容　後期高齢者医療保険の被保険者へ交付さ
れている資格確認書は、8月1日時点の年齢やマ
イナ保険証の登録状況に合わせた書類を送付し
ます。

85歳以上の人
マイナ保険証登録の有無にかかわらず、資格確
認書を送付します。資格確認書とマイナ保険証ど
ちらでも受診可能です。

84歳以下でマイナ保険証の登録がない人
資格確認書を送付しますので、資格確認書で受
診してください。

84歳以下でマイナ保険証の登録がある人
資格情報のお知らせが送付されます。マイナ保
険証で受診してください。

その他　マイナ保険証の登録状況
を確認する場合は、お手元に資
格確認書をご準備の上、お問い
合わせください。

内容　公共下水道が整備された区域では、法律で
下水道接続が必要です。糸満市では、浄化槽や
くみ取りから公共下水道または農業集落排水への
切り替え工事に対して、補助金や貸付金を交付す
る制度があります。未接続の建物は、お早めに接
続工事を行ってください。

対象工事
　新築や増改築を除き、12月中に完了する工事
申請方法
　窓口へ必要書類を提出
申請期限　12月28日（月）
その他　工事開始前に交付申請

が必要です。

下水道への接続をお願いします！

 上下水道部総務課下水道総務係  840-8145
 上下水道部総務課農業集落排水係  840-8162

公共下水道 36368 農業集落排水 36250
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